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111■まじめに

は一定の高さ以上等の建築物×ιこついて

指定機関による構造計算審査の義務付け

※木造 :高さ13m超又は軒の高さ9m超

鉄筋コンクリート造 :高さ20m超等

・指定機関は審査に要する費用を建築主事又は指定

確認検査機関に請求

⇒確認手数料の引上げが必要

な建築確認の審査方法及び中間検査、完了検査の検査

方法の指針の策定及び公表

⇒指針に基づく厳格な審査、検査の実施

は建築確認の審査期間の延長

21日 →35日 (最大70日 まで延長可)

は3階建て以上の共同住宅について中間検査を法律で

義務付け

今回創設

指定構造設計計算適合性判定機関 【新設】
(知事指定)

専門家による審査※ (ピアチェック)

※大臣認定ブログラムを用いた場合、
再入力・再計算を行い審査を効率化

〈上記以外の建築物〉

審査方法の指針に

基づき審査

(一定の高さ以上等の建築物〉
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